
庁
舎
整
備
に
伴
い
各
種
業
務
の
窓
口
が
移
動
し
ま
す

庁
舎
整
備
に

問
い
合
わ
せ
先　
庁
舎
整
備
課　
☎
０
９
６
８（
25
）７
２
０
２

　
　
　
　
　
　
総
務
課
職
員
係　
☎
０
９
６
８（
25
）７
２
０
４

各課局室名 移動（前） 移動（後） 移動完了予定日 電話番号

１ 健康推進課 本庁舎１階 本庁舎１階 ５月 18 日㈪ (25)7218
(25)7219

２ 子育て支援課 本庁舎１階 本庁舎１階 ５月 18 日㈪ (25)7214

３ 会計課・金融機関 本庁舎１階 本庁舎１階 ５月 18 日㈪ (25)7225

４ 税務課 本庁舎１階 本庁舎２階 ５月 25 日㈪
(25)7206
(25)7207
(25)7208

５ 市民課 本庁舎１階 本庁舎１階 ６月１日㈪ (25)7211

６ 企画振興課（情報統計係） 本庁舎１階 移動なし ── (25)7249

５月・６月に移動する各課局の移動先と移動完了予定日
※電話番号の変更はありません。（市外局番 0968）

広
報
き
く
ち
２
～
４
月
号
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
と
お
り
、
市
役
所
本
庁

舎
な
ど
の
整
備
工
事
に
伴
い
各
種

業
務
の
窓
口
が
移
動
し
て
お
り
、

５
月
・
６
月
に
は
下
記
の
課
が
移

動
し
ま
す
。
移
動
先
と
移
動
完
了

予
定
日
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
電

話
番
号
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
に
は
平
成
30
年

度
の
整
備
終
了
ま
で
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

本庁舎１階配置図 本庁舎２階配置図
…５月に移動する課
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３
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←今回該当する本庁舎棟平面図

老
後
に
備
え
ま
す

　

65
歳
か
ら
一
生
涯
、
老
齢
基
礎
年

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。（
終
身
保
障
）

①
老
齢
基
礎
年
金　

　
平
成
27
年
度
年
金
額

　
78
万
１
０
０
円
（
満
額
）

▼ 

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40

年
間
（
４
８
０
月
）
の
全
期
間
保

険
料
を
納
め
た
人
は
、
65
歳
か
ら

満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

▼ 

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に

は
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
と
保

険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
が
最
低

25
年
（
３
０
０
月
）
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

▼ 

保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
の
年

金
額
は
減
額
と
な
り
ま
す
が
、
保

険
料
の
未
納
期
間
は
年
金
額
の
対

象
期
間
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼ 

会
社
員
や
公
務
員
（
厚
生
年
金
や

共
済
組
合
に
加
入
）
だ
っ
た
人
に

は
、
老
齢
厚
生
年
金
や
退
職
共
済

年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
て
支
給
さ
れ

ま
す
。

不
測
の
事
態
に
備
え
ま
す

　

病
気
や
け
が
で
障
が
い
を
負
っ
て

働
け
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
「
障
害

基
礎
年
金
」
が
、
ま
た
、
万
一
本
人

が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
残
さ
れ
た
配

偶
者
や
子
に
「
遺
族
基
礎
年
金
」
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

会
社
員
や
公
務
員
で
あ
る
と
き
の

障
が
い
や
死
亡
の
場
合
に
は
、
厚
生

年
金
や
共
済
年
金
か
ら
も
基
礎
年
金

に
上
乗
せ
さ
れ
て
年
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

② 

障
害
基
礎
年
金

　
平
成
27
年
度
年
金
額
（
定
額
）　

　
１
級　
97
万
５
１
０
０
円

　
２
級　
78
万
１
０
０
円

▼ 

国
民
年
金
加
入
中
の
病
気
や
け
が

で
障
害
等
級
表
（
１
級
・
２
級
）

に
よ
る
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
間

は
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

※ 

子
の
人
数
に
よ
っ
て
加
算
が
あ
り

ま
す
。

③
遺
族
基
礎
年
金

　
平
成
27
年
度
年
金
額
（
配
偶
者
）　

　
１
０
０
万
４
６
０
０
円

▼  

内
訳　
基
本
額　
78
万
１
０
０
円

　
子
1
人
の
加
算　
22
万
４
５
０
０
円

▼ 

国
民
年
金
の
加
入
者
が
亡
く
な
っ

た
と
き
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
生
計

維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の
あ
る
妻
・

夫
」ま
た
は「
子
」に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼ 

子
は
18
歳
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
、

障
が
い
が
あ
る
場
合
は
20
歳
ま
で

支
給
さ
れ
ま
す
。

▼ 

夫
ま
た
は
妻
に
支
給
さ
れ
る
場
合

は
、
子
の
人
数
に
よ
っ
て
加
算
が

あ
り
ま
す
。

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
る
た
め
に
は
、
障
が
い
や
死

亡
と
い
っ
た
事
故
が
発
生
す
る
ま
で

の
公
的
年
金
の
加
入
期
間
の
3
分
の

２
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
、
保
険
料

が
納
付
ま
た
は
免
除
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
も
し
く
は
初
診
日
ま
た
は
死
亡

し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で

の
１
年
間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
い

こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
届
け
出
が
必
要
で
す

　

年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
が
、
引

越
し
な
ど
で
住
所
や
年
金
の
受
取
先

金
融
機
関
を
変
更
す
る
と
き
や
、
婚

姻
な
ど
で
氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き
に

は
、
年
金
事
務
所
へ
の
届
け
出
が
必

要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
に
住
民
票
コ
ー
ド

が
登
録
さ
れ
て
い
る
人
は
、
住
所
変

更
の
届
け
出
は
原
則
不
要
で
す
。

　

国
民
年
金
の
定
額
保
険
料
（
月
額

1
万
５
５
９
０
円
）
に
加
え
て
付
加

保
険
料
（
４
０
０
円
）
を
納
め
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。

　

付
加
年
金
は
申
し
込
み
を
し
た
月

か
ら
の
加
入
と
な
り
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
加
入
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
付
加
年
金
の
年
金
額

　
２
０
０
円
×
付
加
年
金
納
付
月
数

◆
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
人
は

　

第
1
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
降
の

任
意
加
入
被
保
険
者
を
除
く
）
だ
け

が
加
入
し
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
つ
の
基
礎
年
金
が

あ
な
た
の
一
生
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

国
民
年
金
の「
付
加
年
金
」を

ご
存
知
で
す
か
？な

お
、
付
加
保
険
料
も
国
民
年
金
保

険
料
と
同
様
に
納
期
限
（
翌
月
末
）

か
ら
2
年
間
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

※ 

保
険
料
の
免
除
を
受
け
て
い
る
人

や
国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
は
、

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

農
業
者
年
金
加
入
者
は
、
必
ず
納

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

日本年金機構からのお知らせ
年金額改定通知書・年金振込通知書を発送します

　年金額改定通知書は、４月からの改定後の年金額をお知
らせするものです。年金振込通知書は、改定後の年金額で
５月以降に年金のお支払いがある人に対し、各支払期の年
金支払額などをお知らせするものです。届いたら必ず確認
し、保管してください。

国 民 年 金 情 報 問い合わせ先　市民課市民年金係　☎0968（25）7211、各総合支所総務民生課国 民 年 金 情 報
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